
農業の抜本的対策と食料自給率の向上を求める意見書 

 

日本の農業と食料は深刻な危機に直面しています。わが国の食料自給率は３９％

にまで低下し、耕作放棄地は全耕地の１割近くにも達し、農業就業者の高齢化が進

行しています。生産者米価は下落を続け、政府がモデルとしている大規模農家でさ

え「やっていけない」のが現状です。世界の構造的な食糧危機のもとで、わが国の

食料自給率の向上、農業の再生は待ったなしの課題です。 

また、食の安全・安心を大きくゆるがす事態が頻発しています。食に関する信頼

を高め、安全・安心の生産・流通の拡大が求められています。 

よって国におかれては、下記事項について対策を講じられるよう強く要望します。 

記 

１ 農業経営を守り、自給率向上に必要な制度を抜本的に充実すること。 

２ 現在農業に従事している農家はもとより、農業の担い手を増やし定着させるた

めの対策を抜本的に強化すること。 

３ 日本農業の自然的・社会的条件や多面的機能を考慮し、各国の食料主権を尊重

する貿易ルールを確立し、関税・輸入規制措置など必要な措置を維持・強化する

こと。 

４ 農業者と消費者の共同を広げて、食の安全と地域農業の再生を図ること。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 
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